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午前１０時００分 開会

○議長（清成宣明君） ただいまから、継続市議会定例会を開会いたします。

本日の議事は、お手元に配付いたしております議事日程第２号により行います。

日程第１により、上程中の全議案に対する質疑を行います。

それでは、質疑のある方は発言要求ボタンを押し、挙手を願います。順次、発言を許可

いたします。

○３番（市原隆生君） １番に質問するのが、こんなに気持ちがいいとは思いませんでした。

１番議員さんの気持ちが、じわじわとわかってまいりました。

それでは、今回の議案に対して質問をさせていただきます。

別府市一般会計補正予算の中の２５ページ、職員人事管理に要する経費の追加額が４億４，

４３８万円となっております。かなりの額が追加されておりますけれども、どのような理由

によるものか、お答えください。

○職員課長（阿南俊晴君） お答えいたします。

今回、職員の退職手当追加額といたしまして４億４，４３８万円を計上させていただいて

おります。年度当初におきましては、退職者を含みます２２名分の退職手当として６億３，

８００万円計上させていただいておりました。今年度末におきまして４０名が退職というこ

とになりました。１８名分の退職手当の追加額でございます。

○３番（市原隆生君） １８名の追加ですね。その内訳というのはどのような形になっていま

すか。わかりますでしょうか。

○職員課長（阿南俊晴君） お答えいたします。

今回４０名の退職、これは市長事務部局それから教育、消防を含めて、水道局だけ除いた

退職者でございます。内訳につきましては、定年退職者２０名それから勧奨退職１７名、普

通退職３名の４０名でございます。

○３番（市原隆生君） 勧奨退職者がこのように多いという理由は、どのようなことが考えら

れるのでしょうか。

○職員課長（阿南俊晴君） お答えいたします。

勧奨退職者が多いと。昨年も１７名の勧奨退職が出ております。今年度も１７名の勧奨退

職。一つの理由といたしましては、平成１７年度から実施をされます退職手当の最高限度額

が引き下げられます。最高限度額におきまして６２．７月分、これが５９．２８月というこ

とで下がる関係もあろうかと思いますし、それぞれ職員の健康の問題また家庭の問題、それ

ぞれ退職後の生活設計、それぞれを考えて勧奨が出ているのではないかなという思いでござ

います。

○３番（市原隆生君） このように勧奨退職者が昨年度、今年度とふえているということであ

りますけれども、こういうふえることによって１９、２０、２１年度とピークを迎えるであ

ろう定年退職者の数に変化が出てきているのでしょうか。

○職員課長（阿南俊晴君） お答えいたします。

今後１０年間の退職者でいいますと、市長事務部局で約４２９名の方が定年で退職をされ

ます。そのような中で平成１９年度から２１年度まで、いわゆる団塊の世代の退職者がおり

ます。これまでの数字で見ますと、退職者の数が各年７０名を超えるような数字が出ており

ます。現在では、１９年度から２１年度までの３カ年間、一番多いときで６５名ということ

で、退職者の前倒しといいますか、先ほど申しました勧奨退職によってこういう退職者も随

分平準化されてきているというのが現状でございます。

○３番（市原隆生君） 今回退職を希望された方の中には、健康を害してという理由を挙げた

方が何人かあるというふうにお聞きしました。在職中は健康で元気いっぱい働いていただけ

るように心を砕いていただきたいな、このように思います。この件に関する質問は終わらせ

－２１－



ていただきます。ありがとうございました。

続きまして２６ページ、交通体系促進に要する経費の追加額についてですけれども、大分

県国際定期航空路線運航協議会というのがありますけれども、これはどういう事業をしてい

る協議会なのか教えてください。

○企画調整課長（安波照夫君） お答えいたします。

大分県国際定期航空路線運航協議会は、外国からのお客様を大分県にお迎えする事業、こ

れは「インバウンド事業」と言いますけれども、これを行っております。具体的な事業でご

ざいますけれども、大分・ソウル便、大分・上海便の利用促進と利便性の向上を図る事業と

しまして、１に本路線を利用して本県へ送客したエージェントに対する奨励金の交付、２に

本路線を利用する旅行商品の開発、集客のための広告を掲載した事業にその一部を補助する

事業、それから３番目にマスメディアを使っての広報宣伝活動、４番目に利便性の拡大や機

材の大型化、増便に向けての取り組み、５番目に旅行商品の拡大に向けた雑誌記者等の招致

事業、６番目に航空ターミナルビルの使用料の減免、７番目に国際路線の収支にかかる経営

支援というふうな形になっております。

○３番（市原隆生君） 今回は３００万円の追加ということでありますけれども、前回の３５

０万と合わせて６５０万。この厳しい財政下の中で、どうしてこの上海便が重要なのでしょ

うか。教えてください。

○企画調整課長（安波照夫君） お答えいたします。

厳しい財政下の中でなぜ上海便が必要ということになろうかと思いますけれども、御承知

のとおりに中国の発展は非常に目覚ましく、年に９％の経済成長というふうにお聞きしてお

ります。特に上海を含む華東地域といいますか、その部分につきましては、１２から１３％

の経済成長を示しております。人口も上海市が１，７００万人、それから華東地域には１億

５，０００万人が住んでいるというふうにお聞きしております。こういうことから観光の旅

行ビザ等につきましても、解禁の地域も年々拡大しております。世界の観光機関という統計

でございますけれども、中国人の出国者は２０１０年には３，０００万人、２０２０年には

１億人というような数字も出ております。この観光客を大分県に、別府市にやっぱり獲得し

なければならないというふうに考えております。１６年度のベースで申しますと、ソウル便

は３万１，１７４人の利用者でございましたけれども、６月までに欠航しました上海便は４，

５８２人と、現在は非常に少ないというふうな形になっておりますけれども、経済が発展す

ればやはり年々観光客はふえる、将来性は高いというふうに私どもも判断をしているところ

であります。

○３番（市原隆生君） はい、わかりました。この協議会に対し別府市も負担金を出している

わけですけれども、ほかにどのような自治体とか団体からこの協議会に負担金を出している

のでしょうか、教えてください。

○企画調整課長（安波照夫君） 現在は大分県、大分航空ターミナル、それから別府市、別府

市商工会議所、別府市観光協会というような構成になっております。

○３番（市原隆生君） 今お聞きする中で、ほとんど別府市の中から、本市の中の団体から負

担をしているということでありますけれども、どうしてほかの市町村から出されていないの

でしょうか。

○企画調整課長（安波照夫君） お答えいたします。

大分県の観光の中心は、やはり別府市であるということになろうかと思います。観光業者

が募集した大分・ソウル便の利用者を見ましても、そのうち別府市に９２％の方がやはり宿

泊をしております。この９２％を宿泊観光の１人当たり１万６，７００円というような感じ

で計算してみますと、この部分だけでも３億７，０００万程度の別府市に対する直接的な効

果があったというふうにお聞きしております。今はそういう形で構成されていますけれども、
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１００％別府市に利益があるというような形ではございません。他の賛助会員の獲得という

ことについても努力をしていただくように協議会の方には、事務局の方にはお願いをしてい

るところであります。

○３番（市原隆生君） そうですね、旅行者の９０％以上、９２％の人が別府に泊まるという

ことでありましたけれども、別府に泊まるからといって別府以外のところでお金を全然使っ

てないということにはならないわけでありますから、ほかの市町村にもぜひ負担をしていた

だくように強く求めていただきたいということを申し上げて、この項目を終わります。

続きまして３５ページ、有害鳥獣被害防止に要する経費の追加額というところであります

けれども、これは３４万と少額でありますけれども、この有害鳥獣防止に関する取り組みと

いうのを教えてください。

○農林水産課長（石井幹将君） お答えいたします。

有害鳥獣捕獲事業は、イノシシ、シカ等による農林産物の被害を防止することを目的に実

施いたしております。

別府市の実施状況ですが、広域一斉捕獲として春１回、秋２回、１班が８人から９人で構

成された７班で、農地が集中しています中山間地域を中心に実施いたしております。また農

家等からの有害鳥獣捕獲申請に基づき、捕獲も実施いたしております。１５年度実績は、イ

ノシシが７５頭、シカが３３頭の計１０８頭、１６年度が、イノシシ８８頭のシカ３０頭の

１１８頭。今回の補正は有害鳥獣捕獲事業において鳥獣捕獲許可を得て捕獲した捕獲謝礼金

の対象であるイノシシ、シカの頭数が、予算の当初の予定数量を超えたためで、３４頭分の

３４万円を計上いたしております。

○３番（市原隆生君） 謝礼金に充てるお金だというふうに伺いました。この謝礼金を受け取

るに当たって、資格のようなものがあるのでしょうか。

○農林水産課長（石井幹将君） お答えいたします。

別府市有害鳥獣捕獲規則で、有害鳥獣捕獲等従事者登録された狩猟者で編成しております。

捕獲するに当たっては、まずこの従事者が銃器の所持許可証を持っている、そしてまた実施

するに当たりましては、市から捕獲許可を所持した上で実施することになっております。

この支給の方法ですけれども、大分県有害鳥獣被害対策関係事業費補助金交付要綱に基づ

いて支給をいたしております。現在、５８名が登録されております。

○３番（市原隆生君） ありがとうございました。今、農家の農産物の被害が深刻であるとい

うことでこういう取り組みがされているということでありますけれども、農家に限らず家庭

菜園といいますか、家の裏庭で野菜をつくっている。その家の裏には、庭の奥に山があって、

そこからやはりイノシシが出てくるところがあるわけですね。そこで私も一回見てもらいた

いということでイノシシの被害を見せていただきました。そこは家庭菜園なのですけれども、

本当に耕運機が入って土地を耕したように、それで野菜くずがただ散らばっているだけとい

うような、せっかくやっと食べられるぐらいまで育ててこられたのに、本当に全部イノシシ

に持っていかれて野菜くずだけが残っている。本当に耕してあるわけですね、耕したように

見えるわけですけれども、そういった被害が少なくなるように、しっかりそういうイノシシ

対策を強くお願いしたいというふうに申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○１０番（平野文活君） 私も定期国際航空路線協議会負担金、この問題について質問をさせ

ていただきたいと思います。

先ほどの答弁では、どういう使い道をしているかということに対して、エージェントなど

への奨励金、収支にかかわる支援あるいは空港使用料などの免除というか軽減、こうしたこ

とが主だったように思いますが、これは県が主体となってやっている事業と聞いております

が、別府市が３００万の追加ということですが、県全体ではどれくらいの総額になるのです
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かね。

○企画調整課長（安波照夫君） お答えいたします。

当初予算ベースでございますけれども、全体的な予算の総額は６，２００万程度でござい

ます。今回補正、別府市も３００万の補正を組みますけれども、大分県の方でも３，２５０

万の補正を組むという形になっておりますので、総体的に９，０００万強の予算になるとい

うふうに思っております。

○１０番（平野文活君） その９，０００万を本当に効果的に活用するという点で、私どもは

従来いわゆる利用者、乗客、利用者の運賃の軽減というところにもっと比重を置くべきでは

ないか。大韓航空だとか旅行社だとか、そういういわゆる企業への支援ということが中心の

ようだけれども、乗客の運賃軽減というふうになることが、その趣旨を本当に生かすことに

なるのではないかという立場から、この予算にはこれまで反対してきました。

今回いろいろ検討・調査もした結果、留学生などの利便性を向上させるとか、あるいは韓

国や中国との交流の促進、今後の利用客をふやすというふうなことなど総合的に検討した結

果、反対の態度は改め、改善を求めるという立場でこの問題に臨もうという展開としました。

その立場から若干質疑をしてみたいのですが、この９，０００万はソウル便と上海便にはど

ういう配分になるのか、お伺いしたいと思います。

○企画調整課長（安波照夫君） お答えいたします。

今のところ補正が決定しておりませんので当初予算ベースで申しますと、空港ビルの使用

料の減免につきましては、ソウル便が２，２５１万２，０００円、それから上海便が１，８

３６万円、それから韓国からの利用促進費、これは韓国と限定しておりますけれども、これ

は１，０００万円、それから利用促進の広報奨励金、これにつきましては韓国部分が２００

万円、中国部分が２００万円、それから広告宣伝費におきましては、韓国部分が３００万円、

中国部分が２００万円、その他がその他の推進費というような振り分けになっております。

○１０番（平野文活君） この効果はどういう形になってあらわれているか、わかりますか。

○企画調整課長（安波照夫君） お答えいたします。

ソウル便は非常に長い経緯がありますけれども、今年度を含めて近年も見てみますと、１

１年度が１万７，０００人ぐらい、それから１２年度からは２万１，０００人、１３年度２

万２，０００人、１４年度２万６，０００人、１５年度３万２，０００人というふうに、ソ

ウル便については非常に年々お客様はふえているというふうに思っています。それから上海

便につきましては、１４年度からの開航でございますけれども、１４年度は１万６，０００

人の御入場者がございましたが、１５年度は例のＳＡＲＳの関係で運休・運航を繰り返しま

した。１５年度は現実的には１０月と１１月、１２月、３カ月だけの運航になっております。

それから１６年度の７月に運航を再開したわけでございますが、１７年の７月から１２月の

分につきましては４，５００人程度が御利用していただいたというふうにお聞きしておりま

す。

○１０番（平野文活君） この制度は平成９年から始まったと聞きますが、今のは利用客です

ね、観光課の資料だと、平成９年に韓国からのお客さんが４万３，０００人余り別府に来て

いると。この制度が９年からできたのだけれども、次の年の１０年には１万６，０００人に

減っているという資料がありました。先ほど中国のＳＡＲＳの話も出ましたが、この制度が

あるからお客さんが来る、こういう支援制度があるからお客さんが来るということが決定的

な理由ではなくて、やはり決定的な理由は韓国なら韓国、中国なら中国の経済の状況などが、

韓国の１０年度というのは何か通貨危機問題や何かが起こりましてお客さんが減ったわけで

すが、そういう当事者の国の経済状況が旅行者の数に反映するというのがやっぱり決定的で

はないかなというふうに思いますので、この制度によってお客さんを呼ぶのだという、余り

過大評価をされるようにしない方がいいのではないかなというふうに私は思います。それで

－２４－



もお客さんを呼ぶためには大分県全体の観光宣伝、別府市だけではなくて大分県全体の観光

宣伝の促進ということが、上海地域なり、あるいは韓国なりで必要だというふうに思うので

すね。県の制度でありながら別府市関係だけが補助金を出すというのは、やっぱりちょっと

おかしいなというように思うのですね。先ほど市原議員の質問にありましたけれども、その

辺の改善をぜひ県に求めてほしいという点と、もう１点。

この補正予算には出てないけれども、もう一つ空港の国際化促進協議会というのもござい

ますね。行政改革を県もやっていまして、いろんな審議会なんかのこともニュースで出てお

りましたが、同じような、どういうふうに内容がこの協議会は違うのか。統合して効率的に、

そして全県的な視野で事業をやるということができないのか。そこら辺についてちょっとお

伺いしたいと思います。（「これは一般質問になるのではないか」と呼ぶ者あり）

○企画財政部長（友永哲男君） お答えをいたします。

先ほど、内容については企画調整課長が申し上げました。私の方も非常に財政事情が厳し

い状況でございまして、昨年の８月に私の方、財政担当もやっておりますので、県の方にア

ウトバウンド、インバウンドの統合ができないかとか、それから観光のほかの賛助会員のも

のについても加入をしてほしいというもの、それから今ゴルフが盛んでございます。そうい

う中で、ゴルフのさまざまな分野の関係のあるところからも賛助会員を求めていただきたい

というような要望もいたしました。そういう中で県も御報告をいただきまして、県もいろん

なところから賛助会員を求めるという情報も聞いておりますので、今後の推移を見守ってい

かせていただきたいというふうに思っております。

○１０番（平野文活君） 二つの協議会の統合についての見解と利用者の運賃への反映、これ

についての－－これは別府市が決めることではないですけれども－－その両方について、協

議会ですから協議の場があると思うのですけれども、別府市としての意見として出していた

だけるかどうか、そこら辺を聞いて終わりにしたいと思います。

○企画財政部長（友永哲男君） お答えいたします。

協議会がございますので、その中で私の方、先ほど議員さんがおっしゃいましたことにつ

いて私の方からまたお願いをできるものはしていきたいというふうに考えております。

○議長（清成宣明君） ほかに質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

上程中の全議案を各常任委員会及び関係特別委員会に付託し、それぞれの委員会において

さらに検討することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（清成宣明君） 御異議なしと認めます。

よって、上程中の全議案を各常任委員会及び関係特別委員会に付託することに決定いたし

ました。

各委員会の付託区分は、お手元に「議案付託表」を配付しておりますので、これにより審

査をお願いいたします。

以上で、本日の議事は終了いたしました。

明日３日から８日までの６日間は委員会審査及び休日等のため本会議を休会とし、次の本

会議は９日定刻から開会いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

午前１０時２８分 散会

－２５－


